
オンライン資格確認 経過措置の猶予届出提出方法 

 

１．オンライン資格確認の導入の猶予届出 

1-1 

医療機関等向けポータルサイトに登録したメールアドレスとパスワードを入力し、ログインする。 

【https://shinsei.iryohokenjyoho-portalsite.jp】 

医療機関等向けポータルサイトトップページの 

「既にアカウントをお持ちの方はログイン」からログインしてください。 

※猶予届出には、医療機関等向けポータルサイトのアカウント登録が必要です。 
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ログイン後、マイページから「オンライン資格確認導入の猶予届出」をクリックしてください 

 

 

 

 

 

 

 

以前に設定したポータルサイト
のメールアドレスとパスワードを
⼊⼒ 
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猶予類型を選択し、選択した猶予類型に応じた必要事項を入力してください。 
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選択した猶予類型に応じて、必要事項を入力します。 

猶予類型で第 1 号を選択した場合、「第 1 号（システム整備中）を選択した場合」の必要項目を

入力してください。 その他の項目は入力不要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

弊社での導⼊⽀援準備が間に
合わず（PC/ルータ機器不⾜
等）3 ⽉末までの導⼊・設置
が間に合わない医院様は、 
第 1 号を選択してください。 

■システム事業者との契約⽇について 
弊社のオンライン資格確認は、弊社ホームページ上の特設サイトからのお申込を賜っておりますので、契約⽇はそ
のお申込⽇とさせて頂いております。お申込⽇の確認⽅法として、添付の「注⽂請書」の発⾏⽇を申込⽇と同じ
⽇を記載させて頂いておりますので、システム事業者との契約⽇欄には、「注⽂請書の発⾏⽇」をご記⼊下さい。 
■作業完了⾒込み時期【2023 年】について 
設置作業が⾏える時期は、PC/ルータなどの機器の⼿配と合わせて、医院様での事前準備（利⽤申請と電⼦
証明書の発⾏⼿続き、設置前の院内環境調査）が完了してからとなります。 したがって⽇程は前後するかもし
れませんが、「2023 年 6 ⽉」をご⼊⼒ください。 
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添付書類をアップロードする 

 

 

 

 

1-5 

医療機関等向けポータルサイトでの届出が困難な場合、郵送での届出が可能です。 

1. 猶予届出書の様式は下部よりダウンロードしてください。 

（厚生労働省 HP： 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08280.html#onsk_gimuka） 

2. 必要事項をすべて記載してください。（必要に応じて添付書類もご用意ください） 

3. 社会保険診療報酬支払基金へ猶予届出書（紙媒体）を郵送してください。 

（送付先） 

〒105-0004 

東京都港区新橋２丁目１番３号 

社会保険診療報酬支払基金 医療情報化支援助成課 行 

※郵送の際、封筒の表面には、赤字で「猶予届出書在中」と記載してください。 

 

 

猶予類型として、第 1 号を選択した場合、弊社と契約し
たことが確認出来る書類（契約書・注⽂書の写し）を
添付し、こちらからアップロードする必要があります。 
弊社では、契約書・注⽂書の代わりに注⽂請書を発⾏
させて頂いておりますので、本書⾯に添付させていただき
ました「注⽂請書」をアップロード⽤にご利⽤ください。 


